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介護職員等特定処遇改善加算についての情報公開（見える化要件） 

 

令和元年度 10 月の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。 

当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。 

 

（介護職員等特定処遇改善加算の算定要件） 

・現行の処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを算定していること。 

・職場環境等要件に関し、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、 

それぞれ１つ以上の取組を行っていること。 

・取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。 

「処遇改善に関する加算の算定状況」 

「賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」 

以上の 2 点をホームページにて公開します。 

 

社会福祉法人真寿会は、令和元年１０月より以下の事業所において介護職員等特定処遇改善加算を

取得しております。 

□取得事業所 

 ・特別養護老人ホーム 大室さくら苑  現行加算Ⅰ 特定加算Ⅰ 

 ・老人短期入所事業 さくら苑     現行加算Ⅰ 特定加算Ⅰ 

 ・老人デイサービスセンター さくら苑 現行加算Ⅰ 特定加算Ⅰ 

 ・ヘルパーステーション さくら    現行加算Ⅰ 特定加算Ⅱ 

 

□特定処遇改善加算の申請を行い、適用となりました。 

 ａ：経験・技能のある介護職員 

 ｂ：他の介護職員 

 ｃ：その他の職種 

各月に特定処遇改善加算手当として支給しております。 

 

□賃金以外の具体的取り組みに関する内容は以下の通りです。 

 ◎資質の向上 

  ・より専門性の高い技術・知識を取得する為の外部研修の参加 

  ・サービス管理責任者研修や認知症ケア研修の受講を支援して計画的な研修等の受講 

 ◎労働環境・処遇の改善 

  ・職場内マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 

  ・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化整備 

  ・子育て・介護との両立の為、育児休業・介護休業制度の利用を推進 

  ・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器導入 

 ◎その他 

  ・法人ホームページの活用による経営・人材育成理念の見える化 

  ・人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等） 

  ・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としての意識向上 

  ・地域の行事に参加し児童・生徒や住民との交流を図る 

  ・非正規職員から正規職員への転換 

  ・職員の増員による業務負担の軽減 


